
平成１８年度　相良村次世代育成支援対策行動計画の評価及び改善に関する報告書

１　地域における子育ての支援 事業達成度　［　Ａ：目標達成　　Ｂ：目標一部達成　　Ｃ：検討中　　］

№ 事業名 平成２１年度達成目標 平成１８年度事業内容 達成度 行政自己評価及び改善 担当課係

（１）　地域における子育ての支援

1
通常保育事業
※保育所における平日（月
～土曜日）の通常保育

保育所数　３箇所
定員　２１０人

保育所数　３箇所（認可保育所）
定員　２００人

Ａ

① Ｈ１８．４月から、なつめ保育園の定員を

保健福祉課
福祉係

６０人から８０人（２０人増）し保育の充実

Ｈ１９．３．１入所児童数　総計２７１人 を図った。

保育所名 定員 実績 入所率 ② 待機児童なし

四浦保育所 30 26 86.7% ③ 平成１９年４月から四浦保育所（公立）を

なつめ保育園 80 98 122.5% 多様化する保育ニーズに対応するため

暁保育園 90 115 127.8% 民営化する予定で進めています。

広域保育所 － 32 － ④ 各保育園において、特色を生かした保育

（教育含む）を実施されている。

2
延長保育事業
※保育所開所時間（7：00～
18：00）終了後の保育

実施保育所数　２箇所
定員　２０人

※補助事業
　（国１／２、村１／２）

実施保育所数　２箇所

Ａ

保育所入所希望される家庭は、共働き世帯
（祖父母も就労している等）であるため、通常
保育の時間内でだけでは対処できないた
め、利用者からは継続して実施して欲しいと
いう声が多い。
平成１９年度からは、四浦保育所あざみ園
（民営化予定）でも実施する予定。

保健福祉課
福祉係

　※月平均利用児童数

なつめ保育園 ５人

暁保育園 ６人

　※利用料：１回１００円

(アンケート結果）

　別紙のとおり

3

一時保育事業
※児童が保育所入所してい
な家庭において、急な用件
で保育ができない場合、認
可保育所での一時的な保
育

実施保育所数　２箇所
定員　１０人

※補助事業

実施保育所数　２箇所

Ａ

恒常的な入所ではなく、保護者が病気など
により家庭で保育できない場合、一時的に認
可保育所で預かる事業で、通常保育に支障
がない人員内で実施している。
今後も事業の周知などを徹底していく。

保健福祉課
福祉係

　※月平均延利用児童数

なつめ保育園 ３０人

暁保育園 ２６人

　※利用料：１日1,000円

4
保育所における地域住民
との交流の促進

地域で子育て支援を推進す
るための足掛りとして、保育
所の行事などに、地域住民
を招き世代間交流を促進

四浦保育所：年１２回以上実施（地域住民、
デイサービス、ふれあいサロンなど）

Ａ

各保育園において、地域住民の方を園へ招
いたり、出向いたりと交流を図っている。
核家族化が進む中、児童にとってこのような
ふれあいの場はよい刺激となり、思いやりの
心も養われている事業で今後も継続的に実
施していく。

保健福祉課
福祉係

暁保育園：年１２回以上実施（老人クラブ、
各種施設、デイサービスなど）

なつめ保育園：年１２回以上実施（老人会、
各種施設、子ども会、デイサービスなど）
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№ 事業名 平成２１年度達成目標 平成１８年度事業内容 達成度 行政自己評価及び改善 担当課係

5
子育て支援事業
※家庭での子育ての相談、
助言及びサークル活動など

・支援ネットワークづくり
・子育てマップ及びガイド
ブックの作成

未実施 Ｃ

保育所入所しておらず家庭にて保育を行っ
ている家庭に対し、気軽に子育てに関する相
談（保健師・保育士）、同じ環境にある保護者
が集まれる場所の提供などを平成１９年度中
に実施する方向で検討中。

保健福祉課
福祉係

（２）　児童の健全育成

6

放課後児童クラブ事業
※放課後、週末や春夏冬季
の休業日等における児童の
居場所づくり

地域において児童が自主的
に参加し、自由に遊べ安全
に過ごすことができる場所づ
くりの推進

国委託事業「地域子ども教室推進事業」
を活用し、相良南小学校で「サガラッパ
塾」開設した。（平成１６年度から開設）放
課後や夏休み期間中に小学校の余裕教
室等を活用して、子どもたちの安全・安
心な活動拠点（居場所）を設け、地域の
多様な方々の参画を得て、子どもたちと
共にスポーツや文化活動などの様々な
体験活動、地域住民との交流活動や学
習活動等の取組を行った。安全管理員
を２名配置。平成１８年度は１８８日開催
した。

Ａ

国の「地域子ども教室推進事業」が平成１８
年度で終了となるため、次年度からは、文部
科学省と厚生労働省が連携した総合的な放
課後対策事業「放課後子どもプラン」を活用
していく。平成１９年度からの国の新規事業
で、様々な体験・交流活動に加えて、学ぶ意
欲がある子どもたちの学習機会の充実を図
り、すべての子どもたちが地域の中で安心し
て健やかに過ごせる活動拠点づくりを整備し
ていくものである。平成１９年度は、相良南小
学校区で開設する予定である。

教育委員会
社会教育係

7 青少年健全育成事業
青少年の諸問題について、
教育・啓発を推進

①相良村青少年健全育成推進連絡協
議会（村内各種団体により構成され、次
代を担う青少年の健全な育成を図るため
の協議・啓発を行う。この他、「相良村子
どもを守る会」、「子ども１１０番の家」の設
置、「防犯マグネットステッカーの掲示」な
どの事業を行う。）
②地域子ども教室推進事業の取組み
（サガラッパ塾・ジュニアバレー・少年野
球・少年陸上クラブ）
③子ども会活動の充実支援（各地区子ど
も会活動に対し活動運営費の一部を補
助。映画会の実施、ウォーキング大会へ
の参加。会員数２９１名）
④ふるさと学級（登山、福祉施設訪問、
郷土料理づくり、自然観察、文化財見
学、九州国立博物館見学などの体験学
習を行った。村内小学６年生７２名参加）

 Ｂ

平成１７年度から相良村青少年健全育成推
進連絡協議会を中心として、「相良村青少年
健全育成行動目標」を掲げ、村民総ぐるみで
青少年健全育成に取り組むよう普及・啓発を
行ったが、まだまだ村民に浸透しているとは
言い難く、今後も継続して広報誌・防災無線
等を活用し、周知徹底を図っていく。また、
ジュニアバレーなどの週末活動については、
地域子ども教室推進事業の補助が今年度で
終了するため、次年度からの運営について
検討していく必要がある。今後も、地域の自
然、指導者、施設等を活用した青少年の多
様な体験活動や交流機会の充実、さらには、
青少年団体活動、世代を超えてのボランティ
ア活動を始め、リーダー養成や指導者育成
など、青少年の学習活動の充実を図るととも
に、青少年をめぐる事件の凶悪化や低年齢
化、いじめなど深刻な問題への対応方策も
検討する必要がある。

教育委員会
社会教育係
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２　母子等の健康の確保及び増進 事業達成度　［　Ａ：目標達成　　Ｂ：目標一部達成　　Ｃ：検討中　　］

№ 事業名 平成２１年度達成目標 平成１８年度事業内容 達成度 行政自己評価及び改善 担当課係

（１）　子どもや母親の健康の確保

8
乳幼児健診、新生児訪
問、保健指導の充実

妊娠期、出産期、新生時期
及び乳幼児期を通じて母子
の健康が確保されるよう、母
子保健における健康診査、
訪問指導等の充実を図る

・乳幼児健康診査

Ｂ

・乳幼児健康診査は、ほぼ１００％実施して健
康状態の把握に努めている。

保健福祉課
保健係

３ヶ月健診・６ヶ月児育児学級

１歳６ヶ月健診・３歳児健診 ・保育園等と連携し、健診の効果を高め、母
子の健康づくりや問題の早期発見相談療育
に結び付けている。幼児歯科健診

・家庭訪問指導等

9
乳幼児発達相談事業
※乳幼児健診の場を活用し
た相談指導等の実施

育児不安の解消等を図るた
め、乳幼児健診の場を活用
し親への相談指導を実施

・健診内容の充実

Ａ

・健診スタッフに心理士や理学療法士、栄養
士等を加え、健診を充実。保育園や学校と連
携し、広域事業の専門スタッフを活用し、相
談・訪問・療育の充実。近年は、軽度の発達
障害児が増加。

保健福祉課
保健係

・学校・保育園等との連携

・広域事業（乳幼児総合発達相談・乳幼
児精神発達相談・地域療育支援事業）
の活用

10
母子健康手帳交付・両親
学級
※妊娠期における指導

妊婦及びその家族に対する
出産準備教育や相談の場
の提供等

・父親の参加、意識づくり

Ｂ

・父親の参加が増えつつある。

保健福祉課
保健係

・妊娠期の健康と母乳育児支援 ・子育て先輩との交流の機会を検討。

・子育てと仕事の両立の為の社会制度の活用
・知識、職場の環境整備が不十分で活用が
難しい。

11
家庭内等における子ども
の事故防止対策

乳幼児健診の保健指導の
中で誤飲防止や住環境の
整備など家庭内での事故防
止について啓発

・子どもの発達に応じた危険防止教育

Ａ

・防止意識は高まってきているが、何度も繰り
返し知識提供と注意を促していく必要があ
る。

保健福祉課
保健係

（２）　食育の推進

12
発達段階に応じた食に関
する指導

乳幼児健診時において離
乳食などの食に関する学習
の機会の提供

・離乳食の調理実習

Ｂ

・離乳食以外に、一生の健康づくりの基礎と
して、健診等の機会を利用して教育と実習を
検討。 保健福祉課

保健係

・乳幼児健診時に、栄養士及び保健師
が連携して食生活についての集団教育
及び個別相談 ・忙しい親の生活の見直しや工夫が必要。

（国策として、働き方の見直しが必要。）

13 親子クッキング教室
保育所等と連携し、食事づ
くり等の体験活動（児童参加
型）を実施

・小学校及び保育園と連携

Ａ

・保育園及び食生活推進協議会の協力で、
親子のふれあいと教育の機会として定着。 保健福祉課

保健係
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業

№ 事業名 平成２１年度達成目標 平成１８年度事業内容 達成度 行政自己評価及び改善 担当課係

（３）　学童・思春期保健対策の充実

14
性に関する正しい知識の
普及

性に関する健全な考えを育
むとともに、性感染症予防に
関する正しい知識の普及を
図る

・性教育の授業実践、各学年4時間実施

Ａ
Ｂ

・全学年実施して、系統性のある展開を行っ
　た。また、積極的に教材開発や工夫を行い
　新たな教材を作成した。
・保健便りを通して保護者に対しも性教育の
　啓発を行った。
・各学年ごと性教育の年間計画に基づき子
供
　たちに性の正しい知識の普及を図ることが
で
　きた
・年間計画通りに実践できている。

教育委員会
学校教育係

・各学年における性教育実践記録の作成

・児童、保護者向けの保険便りの発行

・年間計画に基づき実施（10、12、2月）

・発達段階に沿って、適した性教育の実

　施をした

・年間計画に基づき実施（10、12、2月）

15
喫煙や薬物に関する教
育

喫煙や薬物等に関する教育
の推進

・「薬物絶対ダメ」のビデオ視聴による授

Ｂ

・ＴＴ授業を行い指導が強化し、児童の意識
　改革ができた
・薬剤師等専門家の招聘をして取り組みを行
　う
・計画通り外部講師（学校薬剤師）を招き、教
　育することができた。

教育委員会
学校教育係

　の徹底

・担任と養護教諭にによるＴＴ授業の実施

・関連ＤＶＤやパンプレットの活用

・４年生以上に喫煙及び薬物乱用防止の

　教育の実施を行った

16
学童・思春期の心の問題
に関する相談体制の充実

学童・思春期の心の問題に
関する相談体制の充実

・小学校では校内委員会の体制づくりを
　検討中
・子供たちが心の面で何か問題をかかえ
　ていないかアンテナを張っておく
・何か問題があった時は職員間の共通
　理解を図る
・中学校では教育相談を計画的及び随
　時実施している

Ｃ
Ｂ
Ａ

・教育相談を定期的に実施し、いじめ、不登
　校対策委員会でさらに検討する
・共通理解の下、きめ細やかな対応ができて
　いる
・心の問題を抱える児童に対しては担任をは
　じめ校長・教頭・養護教諭と連携しあい充
実
　を深め行うことができた

教育委員会
学校教育係

（４）　小児医療の充実

17 小児医療の充実
安心して子どもを生み育て
るための基盤である小児医
療の充実（救急医療含む）

・小児初期救急医療事業

Ｂ

・小児初期救急医療事業を平成１７年度開始。

保健福祉課
保健係

・母親の心のケア推進事業 ・産科医と連携して母親の心のケア推進事業
実施

・働く親の支援策として、病後児保育の検討
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３　子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 事業達成度　［　Ａ：目標達成　　Ｂ：目標一部達成　　Ｃ：検討中　　］

№ 事業名 平成２１年度達成目標 平成１８年度事業内容 達成度 行政自己評価及び改善 担当課係

（１）　地域における子育ての支援

18 次代の親の育成
子どもを生み育てることの意
義に関しての教育、啓発の
推進

Ｃ

・中高校生・青年期における学習を検討。
保健福祉課

保健係
未実施

19
中高校生の乳幼児ふれ
あい体験

保育所及び乳児健診の場
を活用し、乳幼児とふれあう
機会の提供

Ｃ

・学校・保育園と連携して検討。
保健福祉課

保健係
未実施

（２）　子どもの生きる力に向けた学校教育環境等の整備

20 確かな学力の向上

子ども一人ひとりに応じた
きめ細やかな指導の充実

・担任全員による研究授業の実施
・ゆうチャレンジの活用、問題作成の実
施
・アンダーアチーバー児童０への実践
・算数、理科のＴＴ少人数指導
・ＴＴによる英語、数学の少人数指導

Ａ
Ｂ

・国語、算数の担任による研究授業を全員が
　1、2回実施し、指導方法の改善を行った
・ゆうチャレンジを活用し新たな問題作成が
で
　きた
・全校チャレンジタイム（国語・算数）を全教職
　員でおこなった
・数値目標をかかげ基礎・基本の洗い出し
・小・中連携を更に強化し、9年間を見通した
　指導計画を作成し学力の充実を図る

教育委員会
学校教育係

ゲストティーチャーなどを
招いての学校教育の活
性化

・「父（小山勝清）を語る」の講話の実施
・「田代用水について」のお話の実施
・1、2年生の生活科、3年生以上の総合
　的な学習の時間を中心に地域の人々
　を招いて学習機会を設定する
・郷土料理の実施

Ｂ

・ゲストティーチャー全学年で3回、4年生で1
　回実施したが各学年での取り組みを実施し
　たい
・更なるゲストティーチャーの活用

21 豊かな心の教育

道徳教育の充実（指導方
法や指導体制の工夫改善
を進める）

・「熊本の心」「心のノート」の活用、充実
・管理職とＴＴ授業の推進
・研究授業の実施

Ｂ
Ａ

・活用は定着できた
・ＴＴ授業の回数が少ないので増やしたい
・系統的な道徳授業の推進

教育委員会
学校教育係

地域との連携による多様
な体験活動の推進

・茶摘み、田植え、稲刈りの体験活動
・職場体験学習、トイレそうじに学ぶ会

Ａ

・体験活動を通して地域の方々と交流し貴重
　な活動をおこなった
・事業所の確保
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№ 事業名 平成２１年度達成目標 平成１８年度事業内容 達成度 行政自己評価及び改善 担当課係

22 健やかな体の育成

学校におけるスポーツ環
境の充実

・持久走、なわとび大会の実施
・部活動の充実
・運動場の整地、遊具の充実
・体力向上のため4年生以上の部活動の
　積極参加を進める

Ａ
Ｂ

・スポーツタイム充実し全校で取り組んだの
で
　記録更新、体力の向上となった
・日常的に運動に親しむ習慣づくり
・部活動を充実し優勝を目指している

教育委員会
学校教育係

健康教育の推進
（地域学校保健委員会）

・地域学校保健委員会を開催し、3校共
　通の事業に取り組む

Ｂ

・講演会、広報誌への掲載を行った
・二年目はさらに充実を図りたい

23 信頼される学校づくり

教員に対する適正な評価の
実施（教員一人ひとりの能
力や実績等を適正に評価
し、指導力不足教員に対し
ては厳格に対応する）

・評価者評価、自己評価の実施
・年度末には、保護者による学校評価を
　依頼し、結果を保護者に開示する

Ｂ

・自己目標の設定
・学校評議員を学校運営に積極的活用する

教育委員会
学校教育係

23 信頼される学校づくり

安全で豊かな学校施設
の整備（児童に安全で豊か
な環境を提供するための施
設整備を図る）

・体育館の耐震診断の実施
・安全点検の実施

Ａ

・安全点検（月1回）を実施した

教育委員会
学校教育係

学校評議員制度の活用
（学校評議員制度の活用に
より地域・家庭・学校との連
携を図る）

・学校行事への参加
・評議員による外部評価の実施

Ａ
Ｂ

・学校行事へ数回の参加を実施した
・外部評価を受けた

地域の実情に応じた通学区
域の弾力的な運営など地域
に根ざした特色ある学校づ
くりを推進する

・登下校における地域ボランティア（老人
　会）の活用
・安全面による集団下校の実施 Ｂ

Ａ

・学校便りで地域学校ボランティアの紹介し
　ている。
・安全マップの作成をした
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№ 事業名 平成２１年度達成目標 平成１８年度事業内容 達成度 行政自己評価及び改善 担当課係

（３）　家庭や地域の教育力の向上

24
家庭教育への支援の充
実

保護者会やＰＴＡ等の協力
のもと、子育て講演やほん
の読み聞かせなどの親子参
加型の学習の機会の提供

①家庭教育手帳の活用（保健福祉課が
開催する幼児検診等において、家庭教
育手帳・ノートの配布を行い、家庭への
子育て支援を行う。また、家庭教育ビデ
オの貸出しと活用指導も実施。）
②各団体への家庭教育の推進協力依頼
（県家庭教育キャンペーン参加団体に婦
人会、青年団、青少年健全育成協議
会、生涯学習センター、子ども会等を登
録し、それぞれの団体において積極的
な推進・啓発をするよう依頼した。
③家庭教育の啓発活動（村広報紙（家
庭教育シリーズ）、会議等において、家
庭教育に関する情報を提供し、家庭教
育の重要性を啓発した。
④家庭教育講演会の開催（県生涯学習
推進センター共催事業「子育て応援講
座」を開催。家庭教育に関する講演会開
催した。猿渡ヒサ子氏・食育関連、岡崎
光洋氏・子育て関連。また、相良中と共
催で思春期講演会を開催した。講師は、
片渕美和子氏。）
⑤読み聞かせ会（読み聞かせボランティ
アグループ「どんぐりの会」による読み聞
かせ会を実施。生涯学習センター他、村
内３ヶ所で読み聞かせ会を実施。年間５
回開催。）

Ｂ

家庭は、基礎的な資質や能力に関わるすべ
ての教育の出発点であり、基本的なしつけは
もちろん、粘り強く取り組む体力、気力等、幼
児期から継続して、社会の一員になるための
教育を行うべき場である。しかし、近年保護
者の意識や行動にも様々な変化が現れてお
り、子どもに対する過保護・過干渉等といった
状況が生じている一方で、家庭の教育を学
校や幼稚園・保育所等に依存するなど、家
庭の教育力の低下が危惧されている。今後、
家庭の教育力を回復させるためには、保護
者自らが役割と責任を自覚し、子どもに向き
合うことができるようになるとともに、地域が連
携して支援する仕組みを築くことが課題と
なっている。そこで、家庭や地域の教育力の
向上を図るため、関係機関や団体等との連
携、協力のもと、乳児期、幼児期、小・中学校
期の子どもを持つ親等を対象に、子どもの発
達段階に応じた子育て、しつけ、食育などに
関する家庭教育学級や各種講座を開設する
とともに、父親への啓発及び講座参加を推進
していく必要がある。また、関係者及び関係
機関との連携をより強化し、身近な地域で日
常的に子育てに関する情報提供や相談、支
援活動の体制づくりに努めていかなければ
ならない。また、読み聞かせ会においては、
平成１４年度からスタートし、毎回子どもたち
にも大変好評である。今後も、継続して実施
していく。

教育委員会
社会教育係

25
子育て中の親が相談でき
る体制の整備

家庭教育等に関して気軽に
相談できる機会の提供

「児童家庭相談窓口」を設置し、児童に
関するあらゆる相談を受ける体制を整
備。
Ｈ１８実績（児童の発達障害に関すること
や不登校などの相談）

Ｂ

「児童家庭相談窓口」設置に関する事項を、
広報誌及びホームページ上で紹介した。
今後もより一層周知徹底を図っていき、「気
軽」に相談できるような体制を整えていく。

保健福祉課
福祉係
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４　子育てを支援する生活環境の整備 事業達成度　［　Ａ：目標達成　　Ｂ：目標一部達成　　Ｃ：検討中　　］

№ 事業名 平成２１年度達成目標 平成１８年度事業内容 達成度 行政自己評価及び改善 担当課係

（１）　良好（良質）な居住環境の確保

26
子育て支援に対応した公
共賃貸住宅の整備

子育てを担う若い世代を中
心にゆとりある住宅を確保
し、優先入居の制度の活用
を図る

平成１８年度現在で公営住宅５８戸。うち
２５戸に乳幼児・小学生・中学生がいる世
帯が入居。平成１８年度に２戸建設中。
平成１９年度に２戸建設予定。

Ｂ
総務課
財政係

27
住宅確保に関する情報
提供

持家または借家を含め、広
くゆとりある住宅の確保に関
する情報提供

　村営住宅入居募集については、ホーム
ページ等を活用し情報を提供中。空き家
等については、他市町村において実施
している、空き家等の情報提供方法につ
いての情報収集を実施。

Ｂ

　関係法令等に抵触しないよう十分な検討を
行ない、速やかに情報提供できるように作業
を進める。 企画課

企画係

（２）　安全な道路交通環境の整備

28 歩道の整備
幅の広い歩道の整備を推進
する

児童・生徒の通行量が多い小中学校近
辺（国道４４５号）に関して、単県事業「や
さしい道づくり」を事業申請。現在路線形
状及び新規拡幅道路及び歩道の測量
設計を実施。その他の地区についても側
溝整備等で安全な歩道の確保を要請。

３ヵ年で
実施のた
め現在
達成度
は表示

できない

長期申請により、実施へ向けての最初の年
度になり、改良後の安全性の向上が見込ま
れる。他路線についても申請の継続及び事
業の推進を図る。 建設課

管理係

29
「あんしん歩行エリア」の
整備等

死傷事故発生割合が高い
エリアにおいて、歩道やクラ
ンク等の整備を重点的に実
施（生活道路における車輌
進入の抑制等）

交差点進入時に危険を伴う箇所につい
て、認識強化のためのペイント・装置を設
置、また道路の急勾配・線形の見直し等
を要望。不整地で通行が困難な農道・舗
装の損傷が顕著な村道の舗装実施。

Ｂ

大型車の通行が多い路線の舗装損傷補修
及び、生活道として機能している農道への舗
装実施により、利便性と安全性の向上が図ら
れた。危険エリア改善と平行しながら、豪雨
時に発生する大量な道路表面水の処理も継
続して申請する。

建設課
管理係

（３）　安心して外出できる環境の整備

30
子育てバリアフリー化の
推進

公共施設等において、子ど
もサイズの便器・手洗い器、
ベビーベッド、ベビーチェ
ア、授乳室の設置などの整
備の推進

未実施 Ｃ
総務課
財政係
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５　子どもの安全確保 事業達成度　［　Ａ：目標達成　　Ｂ：目標一部達成　　Ｃ：検討中　　］

№ 事業名 平成２１年度達成目標 平成１８年度事業内容 達成度 行政自己評価及び改善 担当課係

（１）　子どもの交通安全を確保するたのめの活動の推進

31 交通安全教育の実施

子どもや保護者の方を対象
とした参加・体験・実践型の
交通安全教育を実施（チャ
イルドシートの使用徹底など
含む）

各保育園主催による交通安全教育が実
施された折、交通安全ビデオの上映を
行った。また、小学校主催による安全教
室時に、村より信号機を貸し出し、安全
教育を行った。また、年に２回チャイルド
シートの使用徹底を含むパンフレットを

Ｂ

多くの子供たちが参加出来るのは、各保育
園主催、小学校主催の安全教室だと思う。今
後も、村として出来るビデオの上映や、パン
フレットの配布等を実施していきたい。

総務課
行政係

32
交通安全教育指導者の
育成

交通安全教育の指導者とし
て活躍していただくための
講習などを実施

人吉地区交通安全協会主催による指導
員研修会及び県主催の交通指導員講
習会等実施。本村主催による研修会は
未実施。

Ｂ

本村においては、交通指導員の任期が３年となっ
ている関係で初年度となる昨年、本村主催による
研修会及び先進地研修を実施。しかし、初年度の
みの研修でよいか検討しなければならないと思
う。

総務課
行政係

（２）　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

33
犯罪等に関する情報の提
供

住民の方の自主防犯行動
の充実のために、防犯等に
関する情報の提供

防犯灯の設置。

Ｂ 集落がない所への防犯灯等が必要と思われ
総務課
行政係生活安全推進協議会委員による防犯パ

トロールを実施。

34
学校付近や通学路にお
けるパトロール活動の推
進

子どものを犯罪の被害から
守るため、ＰＴＡやボランティ
ア等の関係機関が連携しパ
トロール活動を推進

防犯パトロールボランティア「相良村子ど
もを守る会」を設置し、会員登録数は４０
５名。支給された腕章・ネームホルダーを
身に付け、登下校時に子どもたちの安全
確保に努めた。今年度は、国の「地域ボ
ランティア活動推進事業」の補助を受
け、地域の防犯ボランティア活動の充実
を図った。活動内容は以下のとおりであ
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．
ウォーキングやジョギング、犬の散歩、屋
外清掃などの日常生活の中で、支給さ
れた防犯啓発用品を着け、地域のパト
ロール活動を行う。
２．犯罪、非行等の危険な行為を目撃し
た場合には駐在所や警察に通報する。
３．「あいさつ」＋「ひと言」声かけ運動を
実践する。
４．防犯上改善が必要と思われる場所
（河川・公園・道路）等を見つけた場合は
教育委員会へ連絡する。

Ｂ

防犯パトロール結成当初は、会員の危機意
識も高く順調に活動していたが、活動自体が
会員の自主性に負うところが多かったこと、活
動成果により管内の不審者の出没事案が減
少したことなどから、次第にパトロールに参加
する会員数が減少していく傾向が見られるよ
うになってきた。今回の実績評価を踏まえ、
本事業が地域に定着し継続していくために
は、次のような方策が考えられる。
①特定曜日や重点期間などを設け、一斉に
パトロールを行うことにより、会員の活動意識
の高揚と会員相互の連携を深める機会をつ
くる。
②住民１人ひとりの防犯意識の向上が必要
であることから、リアルタイムの情報提供（メー
ル配信等）や防犯教室の実施などの啓発活
動を行う。
③地域の団体との連携を図り、地域の現状
や見守り活動の方法、時間等についての情
報交換を行う。

教育委員会
社会教育係
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№ 事業名 平成２１年度達成目標 平成１８年度事業内容 達成度 行政自己評価及び改善 担当課係

35
「子ども１１０番の家」等の
防犯ボランティア活動の
支援

子どもが犯罪等に遭遇した
ときの緊急避難場所である
「子ども１１０番の家」等の防
犯ボランティア活動への支
援

子どもが犯罪等から緊急避難的に身を
守るため場所として、村内６７箇所に「子
ども110 番の家」を設置している。相良村
青少年健全育成推進連絡協議会が主
体となり、子どもの通学路を中心に設置
されている。（平成１６年度に見直しを
行った。）近年、子どもを対象とした犯罪
が増加しており、子どもが安心して行動
するため、重要な事業であると考えられ
る。幟、ステッカーにより、子どもたちへ周
知徹底を図っている。協力者には、緊急
時の対応をするため、「子ども１１０番の
家マニュアル」を配布している。「相良村
子どもを守る会」との連携した取組みで、
登下校時における子どもの安全を確保
に努めている。

Ｂ

「子ども１１０番の家」設置後の課題として、日
頃から、通学路の危険箇所を点検するととも
に、通学路のどこに「子ども110番の家」があ
るのか、子どもと一緒に場所を確認し、その
結果をもとに｢地域安全マップ｣を作ることも重
要である。また、子どもが助けを求めて駆け
込んだ時の対応について、協力者には簡単
に説明とマニュアルを配布しているが、実践
訓練を実施していないことと、実際に子どもた
ちとのコミュニケーションが取れていないこと
が考えられる。また地区によっては「子ども
110番の家」の配置に偏りが見られるので、通
学路に沿って「子ども110番の家」となる家
庭、店等をPTAの地区委員や地域住民の協
力を得て拡充し、「相良村子どもを守る会」の
活動と連携するようにする。

教育委員会
社会教育係

６　要保護児童への対応などきめ細やかな取組の推進 事業達成度　［　Ａ：目標達成　　Ｂ：目標一部達成　　Ｃ：検討中　　］

№ 事業名 平成２１年度達成目標 平成１８年度事業内容 達成度 行政自己評価及び改善 担当課係

（１）　児童虐待対策の充実

36
児童虐待防止ネットワー
クの設置

各種団体等と連携し、個々
のケースの解決につながる
取組向けたネットワークを設
置
※学校、保育所、民生委
員、医療機関、警察、行政
等

平成１６年度に設置した「児童虐待及び
ＤＶ防止対策支援ネットワーク協議会」
を、平成１８年１０月には法定化された
「要保護児童対策及びＤＶ防止対策地
域協議会」へ移行。

Ｂ

① 法定化された「要保護児童対策地域協

保健福祉課
福祉係

会」へ移行することにより、委員へ守秘

義務が課せられ、情報の提供をスムーズ

に行うことができた。

※Ｈ１８年度実績 ② 各関係機関と連携をとり、情報の共有を図

　・児童ケース検討会（２件）　４回開催 っているため支援体制が強化された。

　・保育所からの通告　　２件 ③ 情報収集機関（調整機関）における情報

　（主訴としてはネグレクト及び心的虐待） の整理を今後図っていく。

37
家庭児童相談室、保健セ
ンターにおける取組

児童虐待の早期発見・対応
を目指し、家庭児童相談室
等の充実を図る

児童虐待を発見した場合は通告しなけ
ればならないと義務化されたことを受け、
本村においても「児童家庭相談窓口」を
設置（保健福祉課福祉係内）し児童に関
するあらゆる相談を受け関係機関へ情
報提供している。

Ｂ

○ 通告義務であることの周知がまだ不徹底

保健福祉課
福祉係

であるため、今後広報手段を利用し広く

周知する。
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№ 事業名 平成２１年度達成目標 平成１８年度事業内容 達成度 行政自己評価及び改善 担当課係

38 在宅支援の充実

虐待防止支援（アフターケ
ア）、家庭での養育能力の
向上のため、在宅支援の充
実を図る

虐待のあった家庭を訪問しアフターケア
に努める。

Ｂ

○ 保健師及び保育士による家庭訪問を継
保健福祉課

福祉係
保健係

続的に行い再発防止に努めていく。

（２）　母子家庭等の自立支援の推進

39 福祉サービス等の利用
生活・就業・養育などに関す
る支援を母子家庭等の現状
を把握しつつ総合的に実施

母子家庭医療費助成（一部負担金に対
して２／３助成）
※Ｈ１８．１～１２月実績
　延助成件数　１５３件（児童９２件、母６１件）
　（就学前児童は乳幼児医療にて助成）

Ｂ

○ 平成１９年４月から母子家庭のみならず

保健福祉課
福祉係

子家庭へも助成を拡充する予定。

（名称も「ひとり親家庭等医療費助成事業

と改正する予定）

40
相談体制の充実や情報
提供等

○相談体制の充実
○情報提供
○就業促進のための協力要
請

児童扶養手当（母子家庭への手当）現況届
の提出の際に就業等の情報提供を行った。
※Ｈ１８年度実績は、母子家庭を対象とした
介護ヘルパー講座を１名受講し取得された。

Ｂ

○ 就業促進の協力要請を村内企業へ広報

保健福祉課
福祉係

誌を通じ周知しているが、今後は関係課

などとも連携し促進していくよう努める。

（３）　障害児施策の充実

41
乳幼児（妊婦）健康診査
の推進

乳幼児（妊婦）の障害の原
因となる疾病や事故の予防
及び早期発見（治療）の推
進を図る。

・健診内容の充実

Ｂ

・健診スタッフ、健診を充実。保育園や学校と連携
し、広域事業を活用し、相談・訪問・療育の充実。
近年は軽度の発達障害児が増加。

保健福祉課
保健係

・学校・保育園等との連携、広域事業（乳幼
児総合発達相談・乳幼児精神発達相談・地
域療育支援事業）の活用 ・予防教育の検討。

42
学校における健康診断の
推進

児童の障害の原因となる疾
病や事故の予防及び早期
発見（治療）の推進を図る。

・さわやかＤａｙ（週1回）、体重測定ＷeeK
　（月1回）の実施
・給食後の歯磨きチェックの実施（日常）
・毎学期保健カード、便りの配布
・疾病異常が見つかった場合、保護者へ
　の治療勧告の徹底
・保健通信の配布

Ａ
Ｂ

・計画通り実施した
・治療の遅れている家庭へは勧告のお知ら
せ
　をくりかえした
・子供たちには疾病等につき予防のための
保
　健指導をおこなった

教育委員会
学校教育係

43
適切な医療・福祉サービ
スの充実

障害児の健全な発達を支援
し、身近な地域で安心して
生活でるような福祉サービス
の提供を図る。

デイサービス（通所）利用児童数　５人
（小学生２人、幼児３人）
※スイスイ仲間、パステール等

Ｂ

・う歯の治療率の向上を図った

居宅支援（ホームヘルプ）などの事業もある
が、人吉球磨管内に利用できる施設がない。

保健福祉課
福祉係

44
特別のニーズがある子ど
もへの適切な教育的支援

生涯学習（ＬＤ）、注意欠陥／
多動性障害（ＡＤＨＤ）、高機能
自閉症などの子どもについて
適切な教育的支援を推進

・個別の教育支援計画の作成
・保護者、福祉関係者、医療関係者との
　連携の実施
・関係機関との連携、共通理解

Ｂ

・個別の教育支援計画を作成した
・特別支援学級への支援、協力体制の充実 教育委員会

学校教育係
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45
保育所における障害児の
受入れ

障害児の受入れを推進する
とともに、各種の子育て事業
支援との連携を図る。

今年度は、該当児童はなかった。
※平成１６年度から国県補助がなくなっ
たため、村単独事業で実施（毎年予算計
上している）

Ｂ

保育を必要とする障害を持った乳幼児の受
け入れを継続に実施。
※保健係と連携し該当児童の把握を行って
いく。

保健福祉課
福祉係

46
放課後児童クラブにおけ
る障害児の受入れ

障害児の受入れを推進する
とともに、各種の子育て事業
支援との連携を図る。

平成１６年度から開設している放課後対
策事業「サガラッパ塾」では、障害児の受
入れは未実施である。

Ｃ
平成１９年度から実施予定である「放課後子
どもプラン」の運営委員会の中でも検討すべ
き事項である。

教育委員会
社会教育係

≪相良村次世代育成支援行動計画策定員による総合評価≫　※上表の大項目ごとの評価

項　　　　　　　　　　目 評　　価 備　　　　考　（意見等）

１　地域における子育て支援 Ｂ＋ ・放課後児童対策の充実をより一層図ってほしい。

２　母子等の健康の確保及び増進 Ｂ
・改善センターでの就学前児童の調理実習体験はとても良いが、子ども
たちが使用しやすい調理台などの整備を充実させてほしい。
・親への教育の充実。

３　子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 Ｂ

・親の相談事業（子育て広場）の充実。
・学校と家庭（保護者）との連携を徹底してほしい。
・小中連携をし、国語・算数を全校あげて取り組んでいることは評価でき
る。更なる基礎学力アップを期待したい。

４　子育てを支援する生活環境の整備 Ｂ
・母子家庭が増える中、子育て支援には十分配慮をしてほしい。
・子どもを持つ世帯を優先的に村営住宅へ入居させ定着させる必要があ
る。

５　子どもの安全確保 Ｂ

・「こども１１０番」が村内に設置されているが、内容をもっと検討する必要
がある。
・道路整備（歩道等）を早急に進めてほしい。できなければ通学路の変更
も考える必要がある。

６　要保護児童への対応きめ細やかな取組の推進 Ｂ
・地域の見守りが大切である。行政と地域とが連携していく必要がある。
・大変難しい問題ではあるが、きめ細やかな対応が望まれる。

〔少子化対策全般に対するその他の意見等〕

○「産んでくれ～」より産んだ後のフォローが一番の少子化の支援だと思う。
○子育てが気軽（安心）にできるよう、生活環境を整えてほしい。
○若者の雇用の拡大をしてほしい。
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